
令和6年10月号安全・安心な町 室場小校区
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令和６年度になっても特殊詐欺の被害が後を絶ち
ません。

お年寄りに対する特殊詐欺はもちろんのこと、若者

や中高年に対する投資話での詐欺の被害も増加し

ています。

自分は大丈夫！とは思わず不審な電話やSNSで

の通知があった場合は一人で悩まず家族や友人、

警察に相談してください。

◎ １０月11日から20日までの１０日間、

「秋の安全なまちづくり県民運動」が実施されます。

◎ 安全なまちづくり県民運動に参加しましょう。
「犯罪にあわない」「犯罪を起こさせない」「犯罪を見逃さ

ない」の３Ｎ（ない）のスローガンを掲げ、地域が一体となった
県民総ぐるみ運動を展開し、県民の防犯意識の高揚を図り、犯罪
の減少を目指します。

安全に安心して暮らせる社会をつくるには、「自分の身は自

分で守る」「犯罪の起きにくい社会を自分たちの力でつくる」と
いう気持ちが大切です。

この運動の機会に、もう一度、自分の身のまわり
の防犯について考え、ご家庭や地域で話し合ってみま

しょう。
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みんなでつくろう安心の街
～「犯罪にあわない」「犯罪を起こさせない」「犯罪を見逃さない」～

特殊詐欺にご用心


